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農業近代化資金の事務手続きフロー図

⑤借入申込希望書兼経営改善資金計画書等の提出 【基第５】
□借入申込希望書兼経営改善資金計画書（(国)別紙１の（１），（２））
□最近３か年の経営状況のわかる資料（青色申告等）
□事業内容を証する資料（見積書等）
□その他要領に定める書類【近８の（１）のアの（ア）】

⑩融資の可否の通知 【国第５の６の（２），（３）】 ※計画認定通知を兼ねる
□融資審査等総括表（(国)参考様式２) ※否の場合

●貸付決定の通知

⑯事業の契約・注文《着工》 【近８の（５）】
□工事請負契約書
□請求書 ⑰金銭消費貸借契約の締結

事前相談

借入申込希望書兼経営改善資金計画書の作成

借入申込希望書兼経営改善資金計画書の提出

借入申込

事業の着工～完了

⑱貸付実行 【近９の（１）】
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入
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④借入申込希望者兼経営改善資金計画書の作成等 【国第３の１】
□借入申込希望書兼経営改善資金計画書（(国)別紙１の（１），（２））

⑫借入申込・債務保証委託申込 【国第５の６の（４）】
□借入申込書（(国)参考様式３）
□借入申込書兼債務保証委託申込書（(国)参考様式４）

①事前相談 【基第３の１】

①´助言 【基第３の１】

⑬利子補給承諾申請 【近８の（１）のウ】
□利子補給承認申請書（(近)別記様式第５号）
□融資機関の意見書（(近)別記様式第６号）
□借入申込書（(国)参考様式３）
□借入申込書兼債務保証委託申込書（(国)参考様式４）
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⑭´利子補給承諾 【近８の（３）】
□利子補給承諾書（(近)別記様式第８号）
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⑲貸付報告 【近９の（２）】

□貸付報告書（(近)別記様式第11号）

□払出状況報告書（（近）別記様式第12号) ※留保の場合

この図中，「基」・「(基)」は，広島県農業経営

改善関係資金基本要領を，「特」・「(特)」は，

「特別融資制度推進会議の円滑な運営について」

を，「国」・「(国)」は，農業経営改善関係資金

基本要綱を，「近」・「(近)」は，広島県農業近

代化資金取扱要領をいう。
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⑩´計画認定報告 【特第４の２（１）】
（（特）参考様式１）

⑪計画認定連絡 【特第４の２（２）】

⑨計画認定 【特第４】

②提出 【基第３の２】
□相談受付票（(基)別紙1）
□記載内容の詳細がわかるもの
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③相談受付票(写)送付 【基第３の３】
※メール可

⑮貸付決定 【近８の（４）】

業者
事業費全額支払い《完了》

⑳事業完了届の提出【近10の（２）】

□事業完了届（(近)別記様式第18号）
㉑融資確認調査【近10の（２）】

□融資確認調査報告書（(近)別記様式第21号）

基金
協会〇債務保証の承諾
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基金協会
※借入希望者が機関保証を希望する場合

市町（＝特別融資制度推進会議事務局）
⑧⑤借入申込希望書兼経営改善資金計画等関係書類の提出 【近８の（１）の
アの（イ）】

●機関保証申請の手続

●利子助成申請の手続
（長期金融協会など）

⑧，⑩´は，⑬と同時の送付も可

⑥貸付限度額知事特認承認申請書（借受希望額が1,800万円を超える【知事特認】の場合）【近８の(1)のアの(ｲ)】
□貸付限度額知事特認申請書【近別記様式第26号】
□⑤借入申込希望書兼経営改善資金計画等関係書類
□その他必要な書類

⑦貸付限度額知事特認承認書（【知事特認】の場合）【近８の(1)のアの(ｲ)】（別記様式第28号）
※承認にあたっては，市町特別融資制度推進会議等で協議して総合的に判断する。

市町・
基金

⑦´貸付限度額知事特認承認連絡書（【知事特認】の場合）
【近８の(1)のアの(ｲ)】（別記様式第29号）

市町

（経営改善資金計画の認定を受けていない場合）
⑬-1´借入申請に係る意見照会

(経営改善資金計画の認定を受けていない場合)

⑬-2´借入申請に係る意見回答
□借入申請に係る意見書（(近)別記様式第７号）

⑭´利子補給承諾連絡 【近８の（３）】
□利子補給承諾連絡書（(近)別記様式第９号）

⑭´利子補給承諾連絡 【近８の（３）】
□利子補給承諾連絡書（(近)別記様式第９号）


